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2023年度ペダル踏み間
違い時加速抑制装置
[走行中・ガラス対応
シナリオ]の自動車ア
セスメント評価導入に
向けた調査研究

理事長
中村　晃一郎

令和5年9月13日

東京都港区芝大門1-
1-30
一般財団法人日本自
動車研究所

1010405010435
会計規程第34条第1
項第1号による随意
契約（公募）

15,054,890 15,054,890 100.0 ― ― ― ― ―

2023年度新たな前面衝
突試験の自動車アセス
メント評価導入に向け
た調査研究

理事長
中村　晃一郎

令和5年9月13日

東京都港区芝大門1-
1-30
一般財団法人日本自
動車研究所

1010405010435
会計規程第34条第1
項第1号による随意
契約（公募）

24,066,094 24,066,094 100.0 ― ― ― ― ―

2023年度衝突被害軽減
制動制御装置[交差点]
の自動車アセスメント
評価導入に向けた調査
研究

理事長
中村　晃一郎

令和5年9月13日

東京都港区芝大門1-
1-30
一般財団法人日本自
動車研究所

1010405010435
会計規程第34条第1
項第1号による随意
契約（公募）

25,099,918 25,099,918 100.0 ― ― ― ― ―

2023年度チャイルド
シート安全性能試験に
おける協定規則第129
号[側面衝突試験]に関
する調査研究

理事長
中村　晃一郎

令和5年9月15日

東京都港区芝大門1-
1-30
一般財団法人日本自
動車研究所

1010405010435
会計規程第34条第1
項第1号による随意
契約（公募）

7,203,292 7,203,292 100.0 ― ― ― ― ―

インターネット適性診
断システムのネット
ワークの構築、運用及
び保守

理事長
中村　晃一郎

令和5年9月27日

東京都港区芝3-23-1
ＮＥＣネクサソ
リューションズ株式
会社
公共第一ソリュー
ション事業部

7010401022924
会計規程第34条第1項
第3号による随意契約
（有利）

27,308,160 27,308,160 100.0 ― ― ― ― ―

インターネット適性診
断システムのネット
ワークの構築、運用及
び保守回線冗長化装置
の更新

理事長
中村　晃一郎

令和5年9月27日

東京都港区芝3-23-1
ＮＥＣネクサソ
リューションズ株式
会社
公共第一ソリュー
ション事業部

7010401022924
会計規程第34条第1項
第1号による随意契約
（特命）

6,248,000 6,248,000 100.0 ― ― ― ― ―

インターネット適性診
断システムで使用する
フルカラー印刷機の
リース及び保守（平成
30年10月導入分）の再
リースに伴う保守

理事長
中村　晃一郎

令和5年9月28日

東京都港区芝5-34-7
理想科学工業株式会
社　広域営業部

9010401031452
会計規程第34条第1項
第1号による随意契約
（特命）

1,254,000 1,254,000 100.0 ― ― ― ― ―

（注１）「当機構ＯＢの再就職に係る情報」の各欄には、契約締結日時点の情報を掲載しています。
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（注４）他の契約の予定価格を類推されるおそれがあると認められる場合は予定価格を非公表としています。

（注５）試験車両の購入を随意契約によることとした理由
　　　　自動車アセスメントの試験車両は、販売実績が多い人気車種が選定される。仮に一般競争入札を行った場合、選定車種が公表されることになり、その情報を見たユーザーが当該車種の購入を
　　　　控え、自動車製作者又はディーラーに不利益をあたえるおそれがあるため、選定車種は秘匿にする必要がある。そのため、自動車製作者に試験車両を確保してもらい、自動車製作者が指定す
　　　　るディーラーとの随意契約にて購入せざるを得ない。

（注２）「当機構との取引に係る情報」の「取引高」欄には、契約締結時点での契約先の直近の財務諸表の対象事業年度における当機構との取引高を、「取引割合」欄には、当該事業年度における
　　　　総売上高又は事業収入に占める当機構との取引高の割合につき、1/3以上1/2未満、1/2以上2/3未満、または2/3以上のいずれに該当するかを掲載しています。

（注３）単価契約である場合は、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。


